
 

 

建築物衛生管理に関する検討会開催要綱 

 

 

１ 趣旨・目的 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に規

定する特定建築物の要件及び建築物環境衛生管理基準については、平成 15 年４

月に改正して以降、見直しが行われていないところである。この間、特定建築物を取

り巻く状況は大きく変化し、建築物はより大規模化・高層化が進んだことに加え、建

築衛生設備・機器に関する ICT 技術が大きく進展し、さらに、国際機関では室内環

境基準について新たなガイダンス等が策定されている。 

 これらの状況を踏まえ、学識経験者等で構成される検討会を開催し、特定建築物

の要件、国際基準等を踏まえた建築物環境衛生管理基準の見直し等、適切な建築

物衛生管理に必要な事項について検討を行う。 

 

２ 検討事項 

 （１）特定建築物の要件について 

 （２）建築物環境衛生管理基準について 

 （３）その他適切な建築物衛生管理に必要な事項について 

 

３ 構成等 

（１）本検討会の構成員は別紙のとおりとし、座長を１名置く。 

（２）座長は検討会を代表し、会務を総括する。 

（３）座長が不在のときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 

（４）本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者の出席を求めることができる。 

 

４ 運営 

（１）本検討会は生活衛生・食品安全審議官が開催する。 

（２）本検討会は原則公開とし、会議資料及び議事録についても、後日HPにおいて公

開する。ただし、議事内容により、座長が非公開とすることが必要であると認める場

合は、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開し、会議終了後、可

能な範囲で会議資料及び議事要旨を公開する。 

（３）本検討会の庶務は医薬・生活衛生局生活衛生課が行う。 

（４）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関して必要な事項は座長が検

討会の了承を得て、その取扱いを決定するものとする。 

 


